
 

 

 

 

 

 

 

 

 

食中毒菌汚染や異物混入等の危害要因（ハザード）を把握した上で、 

原材料の入荷から製品の出荷までの全工程の中で、それらの危害要因を 

除去又は低減させるために特に重要な工程を管理し、製品の安全性を 

確保しようする衛生管理の方法です。 

 

 

 

手引書の「参考様式」を使って、日頃からお店で行っている衛生管理の内容を文書化するだけです！   

手引書を使うと、 

簡単に HACCP を導入できるんだミン♪ 

HACCP って何ですか？ 

導入から実施までの簡単４ステップ 

手引書を参考に 
衛生管理計画を作成 
※２巡目以降は修正 

お店の業種に 
あった手引書を探す 

毎日の衛生管理の 
実施状況を記録、確認 

ご不明な点は、ご相談ください 

相模原市生活衛生課 食品衛生班  ☎042-769-9234 

津 久 井 班  ☎042-780-1413 

 

見直しと
改善 

原則として食品を取り扱う全ての事業者に HACCP に沿った衛生管理が義務付けられています。 

まだ導入できていない方は今すぐ取り組みましょう！！！ 

ステップ３ 

ステップ４ 

ステップ１ ステップ２ 

定期的に記録を振り返り、 
必要に応じて衛生管理計画の内容を見直す 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ステップ 2 で決めた計画を従業員に周知し、計画に従って日々の衛生管理を実施します。 
 

                  〈 手引書の参考様式を使う場合 〉                       〈 相模原市の参考様式を使う場合 〉 

 

 

 

 

 

菓子 手引書  

                            パン類 手引書 

 

ステップ３ 毎日の衛生管理の実施状況を記録、確認しましょう 

 
 

各手引書では、その業種で調理・製造される食品について、考えられるリスクとその対策方法が解説されています。 
手引書を読み、自分のお店でつくる食品にどのようなリスクが潜んでいるか確認してから、『衛生管理計画書』の 
様式を活用して、お店の衛生管理計画書をつくります。 

 
   〈 手引書の参考様式を使う場合 〉                     〈 相模原市の参考様式を使う場合 〉 

菓子 手引書 

 

 

 

 

 

パン類 手引書 

 
厚生労働省のホームページから、各食品事業者 

団体が作成した衛生管理の手引書の中から、自分の 
お店の業種と同じもの、又は原材料や製造工程が似て 
いる手引書を探しましょう。 

・実施する管理方法にチェックを入れます。 
・該当する方法がない場合には「その他」にチェックし、 
管理方法を記載します。 

ステップ１ お店の業種にあった手引書を探しましょう 

『
』 

ステップ２ 手引書を参考に 
衛生管理計画(一般衛生管理、重要管理)を作成しましょう 

・計画どおり実行できたら〇、実行できなかった場合は×、特記事項に問題や対応した内容を記入します。 

・「担当者」「記録者」欄には、記録を書いた担当者名を記入します。 

・店舗の責任者が確認を行い、確認者欄に名前を記入します。 

 

 

定期的に実施記録を確認し、
「✕」が多い項目は実施方法に 
ついて改善策を検討し、衛生管理 
計画を見直します。 

また、製造品目の変更時や 
従業員の入れ替わりの時期など 
は、随時衛生管理計画を見直して
ください。 

ステップ４ 定期的に振り返り、必要に応じて 

衛生管理計画の内容を見直しましょう 

・チェックポイントごとに、「頻度」「いつ」「実施事項」「問題が 
起きた場合」の内容を記載します 

困った時には動画をチェック！ 

衛生管理計画の作成や実施の方法、作成した
衛生管理計画の見直しの方法について、動画で
いつでも確認できます！ （相模原市ホームページ） 

〈 計画の作成や実施方法 〉     〈 計画の見直し 〉 
 

菓子製造業向け パン製造業向け
該当箇所： 

・参考様式の衛生管理計画の内容の中で、お店で行う 
衛生管理に該当しない場合は取り消し線で消します 


